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秋田市社会福祉審議会全体会（令和３年５月26日開催）配布資料 

 

社会福祉審議会資料 

令 和 ３ 年 ５ 月 2 6日 

長 寿 福 祉 課 

 

「秋田市成年後見制度利用促進基本計画（仮称）」の策定について（案） 

 

１ 策定の目的 

 成年後見制度利用促進法および成年後見制度に係るＫＰＩ（成果指標）

により、すべての市町村は、令和３年度末までに、中核機関を設立すると

ともに、成年後見制度の利用促進に関する基本的な計画を定めることが求

められている。 

  本市においても、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が

不十分な人が成年後見制度を利用し、法律面や生活面で保護や支援を受け

ることで、権利や財産が侵害されることなく安心して暮らしていくことが

できるよう、成年後見制度の利用を総合的かつ計画的に推進するための

「秋田市成年後見制度利用促進基本計画（仮称）」を策定する。 

 

２ 策定の方法 

 計画は、秋田市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において審議する。

 なお、分科会では、法律や医療の実務者による専門的な観点から計画を

審議するため、現行委員１２名に、成年後見制度に関係する団体から推薦

を受けた臨時委員６名を追加する。 

 

３ 計画の基本目標と基本施策 

    基本目標１ 権利擁護を地域で支える地域連携ネットワークづくり 

           (1)支援体制の構築（協議会等によるチーム支援） 

           (2)中核機関（成年後見支援センター）の整備 

    基本目標２ 利用者がメリットを実感できる制度運用 

           (1)利用者の把握と早期発見・早期対応 

           (2)利用者本人の意思決定支援及び身上保護の実施 

           (3)後見制度と他のサービスとの一体的提供 

    基本目標３ 制度理解と不正防止の仕組みの構築 

           (1)制度理解と地域の見守り等 

           (2)不正防止の徹底と関係機関との連携 
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４ 策定スケジュール（新型コロナウィルス感染症対策のため流動的） 

年 月 内 容 

令和３年５月 第１回社会福祉審議会全体会（諮問） 

６月 

 

計画策定について厚生委員会で説明 

第１回地域福祉専門分科会（現状・課題の把握、骨子等審議) 

10月 第２回地域福祉専門分科会（素案審議） 

12月 素案を市議会厚生委員会で説明・パブリックコメント実施 

令和４年２月 

 

第３回地域福祉専門分科会（計画案審議） 

第２回社会福祉審議会全体会（答申） 

        ３月 計画を厚生委員会で説明後、公表 

令和４年度～ 計画の進行管理 

 


